
　急速な少子高齢化の進展や社会福祉に関する諸制度の改革が進む中
で、福祉を取り巻く環境は、近年、大きく変化しています。
　本市では、都市の構成員みんなが、役割を分かち合ってまちを築き
育てていく「協働都市」を、これからのまちづくりの目標としています。
環境の変化に対応した豊かな福祉社会を実現するにあたっても、行政
だけではなく、幅広い市民や福祉に関連する事業者などが手を携えて、
複雑・多様化するさまざまな課題に取り組んでいくことが重要となり
ます。
　このたび、本市では豊かな福祉社会の実現を計画的に推進すること
をめざし、「札幌市地域福祉社会計画」「札幌市高齢者保健福祉計画・
札幌市介護保険事業計画」「札幌市障害者保健福祉計画」を策定しまし
た。
　このうち「札幌市障害者保健福祉計画」は、障害のある人が地域で
自立した生活をおくることができるよう基本的方向を示すとともに、
障害のある人自身はもとより、市民や事業者などが障害の有無を超え、
相互に人権を尊重しながら、ともに生きる「共生社会の実現」のため
の諸施策を内容としております。
　市民や事業者の皆様も、この計画の趣旨をご理解いただき、行政と
の協働のもとで、障害保健福祉の推進に取り組まれることを期待しま
す。
　最後に、この計画の策定にあたり、ご尽力・ご意見をいただいた皆
様に心からお礼申し上げます。

平成 15年３月
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